
横浜美術大学公的研究費の取扱及び研究活動における不正行為等の防止規程 

（平成２６年６月２５日制定） 

第１章 総則 

 

（目的）  

第１条 この規程は、横浜美術大学（以下「本学」という。）における公的研究費の取扱い及び研究活動

における不正行為等の防止に関し必要な事項を定めることにより、公的研究費の適正な運営・管理を

図り、不正を防止することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）公的研究費とは、文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人から配分される競争的資金

を中心とした公募型の研究資金をいう。 

（２）構成員とは、本学に所属する非常勤を含む、研究者、事務職員、技術職員及びその他関連する者

をいう。 

（３）不正行為等とは、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠り、研究の

立案・計画・実施・成果の取りまとめ・報告の各過程においてなされる次に掲げる行為をいう。ただ

し、故意によるものでないことが根拠をもって明らかにされた場合及び科学的に適正な方法により、

正当に得られた研究成果が結果的に誤りであった場合は、研究活動の不正行為にはあたらないものと

する。  

ア 捏造 存在しないデータ、研究結果等を作成すること。  

イ 改ざん 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果

等を真正でないものに加工すること。  

ウ 盗用 他の研究者のアイデア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者

の了解又は適切な表示なく流用すること。  

エ その他研究活動における不正行為に準ずる著しく悪質な行為 他の学術誌等に既発表又は投稿中

の論文と本質的に同じ論文を投稿する二重投稿、論文著作者が適正に公表されない不適切なオーサ

ーシップ等の行為をすること。 

 

（最高管理責任者）  

第３条 最高管理責任者は、本学全体を統括する学長がこれに当たる。 

２ 最高管理責任者は、公的研究費の運営・管理について最終責任を負い、不正防止対策の基本方針を

策定・周知するとともに、これを実施するために必要な措置を講じる。なお、基本方針等については

外部に公表することとする。 

３ 最高管理責任者は、様々な啓発活動を定期的に行い、構成員の意識の向上と浸透を図らなければな

らない。 

 

（統括管理責任者） 



第４条 統括管理責任者は、事務局長とする。 

２ 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営･管理について本学全体を統括

する実質的な責任と権限を有する。 

３ 統括管理責任者は、公的研究費の適正な運営・管理及び不正防止対策の基本方針に基づく具体的な

対策を策定・実施する。 

 

（コンプライアンス推進責任者） 

第５条 コンプライアンス推進責任者は、学部長とする。 

２ コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示のもと、所属する研究者等に係る公的研

究費の運営・管理について実質的な権限を有し、次の業務を所掌する。  

（１）第４条第３項に規定する対策の実施、実施状況の確認及び実施状況の最高管理責任者への報告  

（２）公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員に対するコンプライアンス教育の実施及び受講状

況の管理監督 

（３）公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員に対し、定期的な啓発活動の実施 

（４）構成員が適切に公的研究費の管理・執行を行っているか等のモニタリングの実施及び必要に応じ

て行う改善指導 

 

（職名の公開） 

第６条 第３条から第５条の職名はこれを公開する。 

 

 

第２章 運営・管理 

 

（不正防止計画の立案及び推進） 

第７条 不正防止計画の立案は、統括管理責任者が行う。不正防止計画には、コンプライアンス教

育及び啓発活動に関する事項を含めて策定するものとし、定期的に点検し、必要に応じて見直しを

行うこととする。 

２ 不正防止計画に基づき、コンプライアンス推進責任者は、コンプライアンス教育及び啓発活動

を実施するものとする。 

３ 不正防止計画を推進する部署は総務課をあてる。総務課は内部監査担当者及び監事と連携し、

これらに適切な情報提供等を行う。 

 

（構成員の意識の向上と浸透） 

第８条 最高管理責任者は、公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員に対する、行動規範を策定

する。 

２ コンプライアンス推進責任者は、前条第１項に基づき、公的研究費の運営・管理に関わる全ての構

成員を対象にコンプライアンス教育を実施し、次の各号に定める事項を具体的に説明しなければなら

ない。 



 （１）不正を行った場合の本学への影響に関すること 

 （２）運用規則・手続き・告発等の制度等遵守すべき事項 

 （３）不正が発覚した場合の懲戒処分・弁償責任・競争的資金等を配分する機関（以下、「配分機関」

という。）における申請等資格の制限に関する事項 

 （４）公的研究費の返還等の措置に関する事項 

 （５）本学における不正対策等 

３ コンプライアンス推進責任者は、全ての構成員に対し公的研究費の使用ルール等に関する理解度の

調査を実施し、その結果について問題があると認める場合は、必要な措置を講ずるものとする。  

４ コンプライアンス推進責任者は、コンプライアンス教育の内容を定期的に点検し、必要に応じて見

直しを行うこととする。 

５ コンプライアンス推進責任者は、前条第１項に基づき、公的研究費の運営・管理に関わる全ての構

成員を対象に、意識の向上と浸透を図り、不正根絶に向けた継続的な啓発活動を実施しなければなら

ない。なお、啓発活動は不正を起こさない組織風土の形成のため、すべての構成員を対象として実施

しなければならない。 

 

（誓約書の提出） 

第９条 公的研究費に関わる全ての構成員はコンプライアンス教育を受講したうえで、誓約書を提出し

なければならない。なお、誓約書には次の各号に掲げる事項を含めるものとする。 

 （１）本学の規則等を遵守すること 

 （２）不正を行わないこと 

 （３）規則等に違反して、不正を行った場合は、本学や配分機関の処分及び法的な責任を負担するこ

と。  

 

（相談・通報等受付窓口） 

第１０条 不正行為及び公的研究費の使用に関する規則等について相談及び通報を本学内外から受け付

ける窓口（以下「通報窓口」という。）を事務局総務課に置き、書面、電子メール、電話又は面談によ

り受け付ける。 

 

（告発等の取扱い）  

第１１条 通報は、原則として顕名により行い、不正行為等を行ったとする職員等又は研究グループ等

の氏名又は名称、不正行為等の態様等その他事案の内容が明示され、かつ、不正とする合理的な理由

が示されていなければならない。 

１ 通報窓口担当者は、告発等を受け付けた場合、速やかに最高管理責任者に報告する。 

２ 最高管理責任者は、前項の告発等があった場合は、告発等の受付から３０日以内に調査の要否を判

断し、配分機関に報告する。また、報道や会計検査院等の外部機関からの指摘による場合も同様とする。 

 

（秘密の保持及び通報者等の保護） 

第１２条 最高管理責任者は、告発者、被告発者、告発内容、調査内容及び調査経過について、調査結



果の公表に至るまで、告発者及び被告発者の意に反して外部に漏えいしないよう、これらの秘密の保

持を徹底しなければならない。 

２ 最高管理責任者は、告発をしたことを理由とする当該告発者の職場環境の悪化や差別待遇が起きな

いようにするために、適切な措置を講じなければならない。 

３ 本学に所属する全ての者は、相当な理由なしに、単に告発されたことのみをもって、当該被告発者

に対して不利益な取扱いをしてはならない。 

 

（調査委員会の設置） 

第１３条 最高管理責任者は、前条の告発等について調査を必要と判断した場合は、調査実施の決定か

ら３０日以内に本学に所属しない第三者を半数以上含む調査委員会を設置する。なお、全ての調査委

員は告発者及び被告発者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。 

２ 最高管理責任者は、調査委員会を設置したときは、調査委員の氏名や所属を告発者及び被告発者に

通知するものとする。これに対し、告発者及び被告発者は、その通知を受けた日から７日間以内に異

議申し立てをすることができるものとする。 

 

（調査及び不正行為の認定） 

第１４条 調査委員会は、不正の有無及びその内容、関与した者及び関与の程度、不正使用の相当額等

について調査し、認定する。なお、認定までの期間は１５０日以内とする。 

２ 調査委員会は、告発者から説明を受けるとともに、調査によって得られた物的・科学的証拠、証言、

被通報者の自認等の諸証拠を総合的に判断して、不正行為等か否かの認定を行うものとする。 

３ 調査委員会は、被通報者の説明及びその他の証拠によって、不正行為等であるとの疑いを覆すこと

ができないときは、不正行為等と認定することができる。 

４ 調査委員会は、調査の過程で不正の事実が一部でも確認された場合は、速やかに認定することとす

る。 

 

（配分機関への報告及び調査への協力） 

第１５条 調査委員会は、調査の実施に際し、調査方針、調査対象及び方法等について、配分機関に報

告し、協議しなければならない。 

２ 最高管理責任者は、原則として、告発等の受付から２１０日以内に、調査結果、不正発生要因、不

正に関与した者が関わる他の競争的資金における管理・監査体制の状況、再発防止計画等を含む最終

報告書を作成し、告発者及び被告発者に通知するとともに配分機関及び文部科学省に報告しなければ

ならない。 

３ 最高管理責任者は、前項に掲げる期限までに調査が完了しない場合であっても中間報告を配分機関

に提出しなければならない。 

４ 最高管理責任者は、前項に掲げる場合のほか、配分機関の求めに応じて調査の進捗状況報告及び調

査の中間報告を配分機関に提出しなければならない。 

５ 調査に支障がある等正当な事由がある場合を除き、当該事案に係る資料の提出又は閲覧、現地調査

に応じることとする。 



 

（調査結果の公表） 

第１６条 最高管理責任者は、不正を認定した場合は、不正に関与した者の氏名、所属、不正の内容等

必要な事項について速やかに調査結果を公表するとともに私的流用など悪質性が高い場合には、刑事

告発や民事訴訟など法的な手続きをとるものとする。 

 

（処分） 

第１７条 不正と認定された被告発者等の処分は、横浜美術大学就業規則に則り行う。 

２ 最高管理責任者は、必要に応じて告発を受けた被告発者等の公的研究費の使用停止を命ずるものと

する。 

 

（不服申立て） 

第１８条 不正と認定された被告発者等は、調査結果の通知を受けた日から７日以内に、調査委員会に

対して不服申立てをすることができるものとする。 

２ 不服申し立ての審議は調査委員会が行う。この調査委員は、第１１条１項に準じて指名する。調査

委員会は、前項の不服申立てについて、再調査を行うか否かを速やかに決定する。再調査を開始した

場合には、原則として、再調査の開始から６０日以内に、先の調査結果を覆すか否かを決定するもの

とする。 

３ 最高管理責任者は本条第１項の不服申立てがあったときは、配分機関及び文部科学省に報告しなけ

ればならない。不服申立ての却下、再調査開始の決定及び再調査の結果についても同様とする。 

 

 

第３章 公的研究費に係る申請・会計・経理事務等の取扱い 

 

（申請） 

第１９条 総務課は、配分機関から公的研究費の公募通知があったときは、応募資格を有する者に

通知するものとする。 

２ 応募者は、応募申請書類を総務課に提出するものとする。 

３ 総務課は、前項の応募申請書類の提出を受けたときは、学長の決裁を経て配分機関に送付する

ものとする。 

 

（交付内定） 

第２０条 総務課は、配分機関から公的研究費の交付の内定通知があったときは、公的研究費補助

金交付内定通知書を作成し、学長及び事務局長の決裁を経て研究代表者に通知し、研究代表者から

交付申請書類を提出させるものとする。 

２ 総務課は、前項の交付申請書類の提出を受けたときは、学長の決裁を経て配分機関に送付するも

のとする。 

 



（交付決定） 

第２１条 総務課は、配分機関から公的研究費の交付の決定通知があったときは、公的研究費補助

金交付決定通知書（以下「交付決定通知書」という。）を作成し、学長の決裁を経て研究代表者に

通知するものとする。 

 

（経理事務の基本） 

第２２条 公的研究費に係る経理事務は、学校法人トキワ松学園経理規程、その他関係規程の定めると

ころに準じて行うものとする。  

２ 公的研究費に係る旅費の支給は、横浜美術大学旅費規程により行うものとする。 

 

（経理事務の委任） 

第２３条 学長は、公的研究費に係る経理事務を事務局長に委任するものとする。  

２ 事務局長は、公的研究費の出納及び保管事務を総務課長に行わせるものとする。 

３ 総務課長は、公的研究費の出納及び保管事務を総務事務担当に行わせることができるものとする。 

 

（公的研究費の受入） 

第２４条 公的研究費の受入れ・保管・管理は、金融機関に開設する口座で行わなければならない。  

２ 事務局長は、前項の公的研究費を受け入れたときは、その旨を研究代表者に通知しなければならな

い。  

３ 預金により生じた利息は、雑収入として受け入れる。  

４ 間接経費は雑収入として受け入れ、その他必要な事項は、別に定める。 

 

（収支簿） 

第２５条 事務取扱者は、公的研究費の出納及び保管に当たっては、研究課題ごとに収支簿を備えてお

かなければならない。  

  

（設備等の寄付）  

第２６条 研究代表者及び研究分担者（以下「研究者等」という。）は、公的研究費により設備等を購入

したときは、ただちに本学に寄付しなければならない。 

 

（書類の保管）  

第２７条 事務局長は、公的研究費の収支に関する証拠書類を、その研究種目及び研究課題ごとに分類整

理の上、公的研究費の交付を受けた年度終了後５年間保管しなければならない。 

 

（発注、検収業務の原則） 

第２８条 次の各号に掲げる事務は総務課において行う。ただし、物品の発注で１回の発注金額が１０

万円未満の場合は、研究者等自らが発注することができる。この場合は、研究者等に発注先選択の公

平性、発注金額の適正性の説明責任、弁償責任等の会計上の責任も帰属するものとする。 



（１）物品等の発注 

（２）物品等の検収（但し、特別に検査職員を命じた場合は除く。） 

（３）非常勤雇用者の勤務状況確認等の雇用管理 

（４）研究出張後の旅行の事実を証明する書類等の確認 

２ 特殊な役務（データベース・プログラム・デジタルコンテンツ開発・作成、機器の保守・点検

等）に関する検収については、当該内容の知識を有する者が検収を行うものとする。 

３ 有形の成果物がある場合、成果物及び完了報告書の履行が確認できる書類により研修を行うととも

に、必要に応じて抽出による事後点検等を含め、これに係る仕様書、作業工程等の詳細をこれらの知

識を有する発注者以外の者が点検するものとする。 

４ 換金性の高い物品については、公的研究費で購入したことを明示し、適切に管理することとする。 

５ 適正な執行を確保する観点から、事務局において随時に点検、確認を行うものとする。  

 

（取引業者への対応） 

第２９条 不正な取引に関与した業者については、取引停止等の措置を講ずる。 

２ 本学における公的研究費に係る取引業者は、取引の内容、状況に応じ本学が求めた場合は、所定の

誓約書を本学に提出しなければならない。なお、誓約書には次の各号に掲げる内容を含むものとする。 

 （１）本学の規則等を遵守し、不正に関与しないこと 

 （２）内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提出等の要請に協力すること 

 （３）不正が認められた場合は、取引停止を含むいかなる処分を講じられても異議がないこと 

 （４）構成員から不正な行為の依頼等があった場合には通報すること 

 

（予算執行状況の確認等） 

第３０条 事務局長は、公的研究費の執行状況を随時確認する。予算執行が当初計画に比して著しく遅

れている場合は、研究者等に対して当該理由を確認の上、必要な改善を求めるものとする。 

２ 研究者等は、予算の執行状況を遅滞なく把握できるよう、発注段階において支出財源を特定するも

のとする。 

 

（実績報告） 

第３１条 研究代表者は、別途通知する期限までに実績報告書類を総務課に提出するものとする。 

２ 総務課は、前項の実績報告書類の提出を受けたときは、学長の決裁を経て配分機関へ送付する

ものとする。 

 

 

第４章 監事の役割及び内部監査 

 

（監事の役割） 

第３２条 監事は、不正防止に関する内部統制の整備・運用状況について本学全体の観点から確認し、

その結果を理事会等において定期的に報告し、意見を述べることとする。 



２ 監事は、統括管理責任者又はコンプライアンス推進責任者が実施するモニタリングや内部監査

によって明らかとなった不正発生要因が不正防止計画に反映されているか、不正防止計画が適切

に実施されているかを確認し、理事会等において定期的に報告し、意見を述べることとする。 

 

（内部監査）   

第３３条 最高管理責任者は、毎年度所属職員の中から内部監査担当者を命じる。 

２ 内部監査担当者は、毎年度定期的に会計書類の形式的要件等が具備されているか、公的研究費の

管理体制の不備の検証も併せて行うこととする。 

３ 内部監査担当者は監事との連携を強化し、必要な情報提供を行うとともに、内部統制の整備及び

運用状況並びに内部監査の手法等について定期的に意見交換を行うこととする。 

 

 

第５章 その他 

 

 （その他） 

第３４条 この規程に定めるもののほか、公的研究費の取扱及び研究活動における不正行為等の防止に関

し必要な事項は、学長が別に定める。   

 

 

附 則 

この規程は、平成２６年６月２５日から施行する 

附 則 

この規程は、平成２８年７月２７日から施行する 

附 則 

この規程は、平成２９年１２月２０日から施行する 

 附 則 

この規程は、２０２１年７月２８日から施行する 

 附 則 

１ この規程は、２０２１年１１月２４日から施行する 

２ 施行に伴い、横浜美術大学における公的研究費の取扱い及び管理・監査の実施要綱（平成２２年

１０月１日制定）を廃止する 


